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公
務
労
働
者
退
職
年
金
制
度

に
わ
か
オ
レ
ゴ
ニ
ア
ン
の
雑
記
帳 

５　
　
　

佐　

藤　

克　

廣

　
九
五
年
ぶ
り
の
勝
利

　

二
〇
一
二
年
一
月
二
日
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
パ
サ
デ
ナ

の
ロ
ウ
ズ
ボ
ウ
ル
ス
タ
ジ
ア
ム
で
行
わ
れ
た
大
学
ア
メ
リ

カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
祭
典
第
九
八
回
ロ
ウ
ズ
ボ
ウ
ル

で
、
オ
レ
ゴ
ン
大
学
（
オ
レ
ゴ
ン
ダ
ッ
ク
ス
）
が
ウ
ィ
ス

コ
ン
シ
ン
大
学
（
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
バ
ジ
ャ
ー
ズ
）
と
の

接
戦
を
四
五
対
三
八
の
僅
差
で
も
の
に
し
、
一
九
一
七
年

以
来
九
五
年
ぶ
り
に
ロ
ウ
ズ
ボ
ウ
ル
で
の
勝
利
を
収
め

た（
１
）

。
さ
し
ず
め
ア
ヒ
ル
が
し
つ
こ
い
ア
ナ
グ
マ
の
攻
撃

を
き
わ
ど
く
封
じ
込
め
勝
利
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

か
。
当
然
な
が
ら
オ
レ
ゴ
ン
州
に
は
、
多
く
の
ダ
ッ
ク
ス

フ
ァ
ン
が
お
り
、
オ
レ
ゴ
ン
大
学
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で

あ
る
か
わ
い
い
ア
ヒ
ル
の
マ
ス
コ
ッ
ト
を
貼
り
付
け
た
自

動
車
が
オ
レ
ゴ
ン
大
学
所
在
地
ユ
ー
ジ
ー
ン
市
か
ら
は
だ

い
ぶ
離
れ
た
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
周
辺
で
も
多
数
見
ら
れ
る
。

他
の
オ
レ
ゴ
ン
州
の
大
学
に
も
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー

ル
チ
ー
ム
は
あ
る
も
の
の
、
ダ
ッ
ク
ス
の
人
気
が
一
番
で

あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
オ
レ
ゴ
ン
ダ
ッ
ク
ス
の
マ
ー
ク
の

つ
い
た
ア
ウ
タ
ー
を
着
て
い
る
人
を
見
か
け
る
の
も
珍
し

く
は
な
い
。

　

残
念
な
が
ら
、
筆
者
は
こ
の
ゲ
ー
ム
に
つ
い
て
、
ル
ー

ル
や
戦
法
を
含
め
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
同

じ
州
内
の
大
学
が
、
そ
れ
も
九
五
年
ぶ
り
に
勝
利
を
収
め

た
と
な
れ
ば
、少
し
は
興
奮
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
監
督
の
退
職
年
金

　

オ
レ
ゴ
ン
大
学
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
に
あ
る
七
つ
の
州

立
大
学
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る（

２
）

。
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト

ボ
ー
ル
チ
ー
ム
の
コ
ー
チ
や
監
督
も
大
学
職
員
と
し
て
俸

給
を
得
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
定
の
年
限
を
勤
め
退
職
す

れ
ば
、
オ
レ
ゴ
ン
公
務
労
働
者
退
職
年
金
を
受
給
で
き

る
。
昨
年
一
一
月
二
一
日
に
公
開
さ
れ
た
年
金
受
給
者

デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
オ
レ
ゴ
ン
ダ
ッ
ク
ス
の
前
監
督
マ
イ

ク
・
ベ
ロ
ッ
テ
ィ
（M

ike B
ellotti

）
氏
が
、
最
高
額
の

月
額
四
万
一
三
四
二
ド
ル
の
公
務
退
職
年
金
を
受
給
し
て

い
る（

３
）

。
彼
は
、
一
九
八
九
年
に
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー

ル
攻
撃
陣
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
と
し
て
オ
レ
ゴ
ン
ダ
ッ
ク
ス

に
就
職
し
、
一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま
で
監
督
を

勤
め
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
オ
レ
ゴ
ン
大
学
の
運
動
担
当
理

事
と
な
り
二
〇
一
〇
年
に
退
職
し
た（

４
）

。
現
在
は
、
ス
ポ
ー

ツ
放
送
局
Ｅ
Ｓ
Ｐ
Ｎ
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
勤
め
て
い
る
。

　

オ
レ
ゴ
ン
州
の
公
務
労
働
者
退
職
年
金
額
は
、
最
も
俸

給
の
高
か
っ
た
三
年
を
基
準
に
計
算
さ
れ
る
。
そ
れ
に
し

て
も
、
彼
の
退
職
年
金
が
こ
れ
ほ
ど
高
額
に
な
る
の
は
、

大
学
の
基
本
給
だ
け
で
な
く
、
彼
が
監
督
中
に
受
け
て
い

た
そ
の
ほ
か
の
フ
リ
ン
ジ
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
も
「
給
与
」
に

換
算
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る（

５
）

。

　

オ
レ
ゴ
ン
州
の
主
要
企
業
で
あ
り
有
名
な
ス
ポ
ー
ツ
用

品
メ
ー
カ
ー
の
ナ
イ
キ
と
オ
レ
ゴ
ン
ダ
ッ
ク
ス
の
試
合
放

映
権
を
持
つ
オ
レ
ゴ
ン
ス
ポ
ー
ツ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
大

学
を
通
し
て
彼
の
俸
給
を
援
助
し
て
い
た
。
そ
の
額
は
、

二
〇
〇
八
年
、
二
〇
〇
九
年
で
は
、
年
間
三
二
万
五
千
ド

ル
に
な
っ
て
い
た
。
シ
ュ
ー
ズ
メ
ー
カ
ー
や
放
送
会
社
な

ど
の
支
払
い
が
一
旦
オ
レ
ゴ
ン
大
学
に
納
入
さ
れ
、
ス

ポ
ー
ツ
コ
ー
チ
や
監
督
に
「
給
与
」
と
し
て
支
払
わ
れ
る

仕
組
み
は
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
頃
に
導
入
さ
れ
た
も
の

だ
と
い
う
。
ま
た
、
オ
レ
ゴ
ン
ダ
ッ
ク
ス
の
チ
ケ
ッ
ト
売

上
げ
に
応
じ
た
奨
励
給
与
も
年
間
数
十
万
ド
ル
に
の
ぼ
り

基
本
給
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
、
使
わ
な

か
っ
た
病
気
休
暇
分
の
休
暇
手
当
相
当
額
、
大
学
か
ら
無

料
で
提
供
さ
れ
て
い
た
自
動
車
の
代
金
や
大
学
が
彼
の
た

め
に
支
払
っ
て
い
た
ユ
ー
ジ
ー
ン
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
の

会
員
料
金
な
ど
も
基
本
給
の
他
に
「
給
与
」
と
し
て
算
入

さ
れ
る
。
ま
た
、
彼
が
一
九
九
六
年
以
前
に
州
立
大
学
職

員
（
州
公
務
員
）
と
な
っ
た
こ
と
も
高
額
の
年
金
額
算
定

に
影
響
し
て
い
る（

６
）

。
こ
の
よ
う
な
「
給
与
」
算
定
は
、

ベ
ロ
ッ
テ
ィ
氏
に
つ
い
て
特
別
に
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
規
定
通
り
の
も
の
だ
と
い
う
。

　

オ
レ
ゴ
ン
公
務
労
働
者
退
職
制
度
に
基
づ
く
年
金
受
給

者
の
上
位
一
〇
人
に
は
、
そ
の
ほ
か
、
オ
レ
ゴ
ン
健
康
科

学
大
学
の
元
教
授
た
ち
が
四
人
、
元
オ
レ
ゴ
ン
州
司
法
長

官
（
そ
の
後
オ
レ
ゴ
ン
大
学
法
科
大
学
院
院
長
）、
元
オ

レ
ゴ
ン
大
学
の
数
学
教
授
、
元
レ
カ
ス
ウ
ェ
ゴ
学
校
区
の

教
育
長
と
い
っ
た
教
育
関
係
者
が
名
を
連
ね
て
い
る
。

　
オ
レ
ゴ
ン
公
務
労
働
者
退
職
制
度
の
対
象
者

　

オ
レ
ゴ
ン
公
務
労
働
者
退
職
制
度（the O

regon Public 
Em

ployees R
etirem

ent System

＝PER
S

）（
制
度
解
説

資
料
、
新
聞
等
で
は
、
制
度
そ
の
も
の
、
制
度
を
運
用
し

て
い
る
機
関
、こ
の
制
度
に
よ
る
年
金
を
区
別
せ
ず
に「
Ｐ

Ｅ
Ｒ
Ｓ
」
と
記
載
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
以
下
、
こ

の
制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
単
に
「
制
度
」
と
、
制
度

を
運
用
し
て
い
る
機
関
に
つ
い
て
は
「〈
制
度
〉」
と
、
ま
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た
こ
の
制
度
に
よ
り
給
付
さ
れ
る
年
金
に
つ
い
て
は「〈
公

務
年
金
〉」
と
記
載
す
る
。）
は
、
す
べ
て
の
州
機
関
、
州

立
の
大
学
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
、
す
べ
て
の
学
校

区
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
市
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
、
そ
の
他
の

地
方
政
府
と
い
っ
た
約
九
〇
〇
の
公
務
職
場
に
勤
め
る
職

員
を
対
象
と
し
て
い
る（

７
）

。
対
象
職
員
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州

公
務
労
働
者
の
約
九
五
％
を
占
め
、
現
職
及
び
退
職
者
を

含
め
た
制
度
対
象
者
の
総
数
は
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
末

現
在
で
三
四
万
六
三
八
六
人
で
あ
る
。

　

制
度
の
対
象
と
な
る
公
務
労
働
者
は
、
雇
用
さ
れ

た
時
期
に
よ
っ
て
、「
第
一
階
層
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（Tier 

O
ne program

）、「
第
二
階
層
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（Tier Tw

o 
program

）、「
オ
レ
ゴ
ン
公
務
職
員
退
職
計
画
年
金
プ

ロ
グ
ラ
ム
」（O

regon Public Service R
etirem

ent Plan 
Pension Program

）
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

年
金
額
の
計
算
方
式
が
異
な
っ
て
い
る（

８
）

。
こ
れ
ら
の
違

い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
九
九
五
年
、
二
〇
〇
三
年
の
州
法

に
よ
る
制
度
改
正
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る（

９
）

。

　
「
第
一
階
層
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
、
一
九
九
六
年
一
月
一
日

以
前
に
採
用
さ
れ
た
職
員
を
対
象
と
し
て
い
る
。「
第
二

階
層
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
、
一
九
九
六
年
一
月
一
日
か
ら

二
〇
〇
三
年
八
月
二
八
日
ま
で
に
採
用
さ
れ
た
職
員
が
対

象
と
な
る
。「
オ

レ
ゴ
ン
公
務
職
員

退
職
計
画
年
金
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
は
、

二
〇
〇
三
年
八
月

二
九
日
以
降
に
採

用
さ
れ
た
職
員
に

適
用
さ
れ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
年
金
額

の
計
算
方
式
の
詳

細
は
省
略
す
る

が
、
一
般
に
「
第

一
階
層
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
属
す
る
退
職
者
、「
第
二
階
層

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
属
す
る
退
職
者
、「
オ
レ
ゴ
ン
公
務
職

員
退
職
計
画
年
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
属
す
る
退
職
者
の
順

で
受
け
取
る
年
金
の
最
終
給
与
に
対
す
る
割
合
は
小
さ
く

な
る
。

　
年
金
受
給
額

　

先
に
紹
介
し
た
オ
レ
ゴ
ン
大
学
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト

ボ
ー
ル
元
監
督
の
よ
う
な
高
額
年
金
受
給
者
も
少
数
な

が
ら
い
る
も
の
の
、
多
く
の
公
務
労
働
退
職
者
の
〈
公

務
年
金
〉
受
給
額
は
平
均
す
る
と
そ
れ
ほ
ど
高
額
と
は
言

え
な
い
か
も
し
れ
な
い

）
（1
（

。
二
〇
〇
九
年
の
退
職
者
の
平

均
年
齢
は
六
〇
歳
で
、
平
均
勤
続
年
数
は
二
三
年
で
あ
っ

た
）
（（
（

。
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
の
全
退
職
者
の
退

職
時
平
均
年
金
受
給
額
は
、
月
額
二
一
二
〇
ド
ル
（
年
間

約
二
万
五
四
三
六
ド
ル
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
九

年
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
退
職
時
平
均
年
金
受
給
額

は
、月
額
二
六
七
一
ド
ル
（
年
間
約
三
万
二
〇
五
二
ド
ル
）

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
退
職
時
給
与
の
平
均
は
、
一
九
九
〇

年
か
ら
二
〇
〇
九
年
の
全
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
年
間

四
万
三
八
五
九
ド
ル
で
あ
り
、
二
〇
〇
九
年
の
退
職
者
に

つ
い
て
は
、
五
万
九
五
二
二
ド
ル
で
あ
っ
た
。
一
九
九
〇

年
か
ら
二
〇
〇
九
年
の
全
退
職
者
の
最
終
給
与
に
対
す
る

退
職
時
年
金
受
給
額
割
合
の
平
均
は
五
五
％
で
あ
り
、

二
〇
〇
九
年
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
五
三
％
で
あ
る
。

　

一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
の
全
退
職
者
の
う
ち
、

最
終
給
与
の
一
〇
〇
％
以
上
の
〈
公
務
年
金
〉
受
給
者
は

七
・
九
％
お
り
、
そ
の
人
た
ち
の
平
均
在
職
年
数
は
三
一

年
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
最

終
給
与
の
一
〇
〇
％
以
上
の
受
給
者
は
六
・
二
％
で
、
そ

の
人
た
ち
の
平
均
在
職
年
数
は
三
二
年
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
三
〇
年
勤
続
者
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
〇
年

か
ら
二
〇
〇
九
年
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
最
終
給
与

額
の
八
〇
％
の
年
金
を
受
給
し
て
お
り
、
平
均
月
額
は

三
四
二
〇
ド
ル
で
あ
っ
た
。
三
〇
年
勤
続
者
の
平
均
受
給

月
額
の
ピ
ー
ク
は
二
〇
〇
〇
年
の
退
職
者
で
、
最
終
給

与
額
に
対
し
て
一
〇
〇
％
、
平
均
月
額
四
二
〇
〇
ド
ル

で
あ
っ
た
。
三
〇
年
勤
続
者
に
つ
い
て
二
〇
〇
九
年
の

退
職
者
だ
け
を
み
る
と
、
最
終
給
与
額
に
対
す
る
割
合

は
七
七
％
で
、
平
均
月
額
は
四
〇
八
五
ド
ル
と
な
っ
て

い
る
。
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
の
全
退
職
者
の

一
一
・
五
五
％
が
三
〇
年
勤
続
者
で
、
二
〇
〇
九
年
で
は

退
職
者
の
一
一
・
一
三
％
が
三
〇
年
勤
続
者
で
あ
っ
た
。

　

二
〇
一
〇
年
一
二
月
三
一
日
現
在
、
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

受
給
者
数
は
九
万
五
九
八
五
人
で
、
受
給
月
額
の
総
額
は

二
億
三
一
〇
〇
万
ド
ル
と
な
っ
て
い
る

）
（1
（

。
そ
の
う
ち
、

月
額
一
万
四
〇
〇
一
ド
ル
以
上
の
受
給
者
は
三
九
人
で
あ

る
。

　

な
お
、〈
公
務
年
金
〉
受
給
者
と
そ
の
配
偶
者
及
び
被

扶
養
者
は
、
医
療
・
歯
科
・
長
期
療
養
を
カ
バ
ー
す
る
オ

レ
ゴ
ン
公
務
労
働
者
退
職
制
度
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ

と
が
で
き
る

）
（1
（

。

　
退
職
基
金

　

こ
の
制
度
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
財
務
省
の
支
援
を
受
け
る

オ
レ
ゴ
ン
投
資
委
員
会
（O

regon Investm
ent C

ouncil

）

の
監
理
と
指
示
の
も
と
で
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
オ
レ
ゴ

ン
公
務
労
働
者
退
職
基
金
（O

regon Public Em
ployees 

R
etirem

ent Fund

）
に
支
え
ら
れ
て
い
る

）
（1
（

。
二
〇
一
〇
年

一
二
月
三
一
日
現
在
、〈
公
務
年
金
〉
の
八
七
％
が
基
金

に
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
一
二
月
三
一
日

現
在
、「
第
一
階
層
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
「
第
二
階
層
プ
ロ

グ
ラ
ム
」
の
未
積
立
給
付
額
確
定
済
年
金
債
務
（unfunded 

actuarial liability

）
は
、
七
七
億
ド
ル
で
あ
っ
た
。
未
積

立
給
付
額
確
定
済
年
金
債
務
は
、
投
資
収
益
、
引
当
金
政

策
、
立
法
政
策
、
訴
訟
結
果
な
ど
に
よ
り
変
動
す
る
。

オレゴンPERS本部の建物。ポートランド市
郊外タイガード市所在。
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歳
な
の
で
、
現
役
職
員
へ
の
年
金
債
務
額
と
退
職
職
員
へ

の
年
金
債
務
額
は
、
ま
も
な
く
逆
転
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
て
い
る
。

　
制
度
の
効
果

　
〈
制
度
〉
は
、〈
公
務
年
金
〉
給
付
に
よ
り
オ
レ
ゴ
ン
経

済
に
次
の
よ
う
な
プ
ラ
ス
効
果
が
あ
る
と
し
て
い
る

）
（1
（

。

二
〇
一
〇
年
に
は
、
公
務
退
職
者
に
約
二
七
億
ド
ル
の
年

金
が
支
払
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
給
付
金
は
、
基
本
的

に
は
退
職
者
と
公
務
労
働
者
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
支
払

わ
れ
た
分
担
金
の
投
資
収
益
に
基
づ
い
て
い
る
。
退
職
者

は
年
金
の
大
部
分
を
オ
レ
ゴ
ン
州
内
の
財
や
サ
ー
ビ
ス
の

消
費
に
充
て
て
お
り
、
地
域
企
業
の
活
動
に
貢
献
し
て
い

る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
企
業
は
、
他
の
地
域
企
業

か
ら
財
を
購
入
し
、
オ
レ
ゴ
ン
州
の
労
働
力
や
経
済
を
支

え
て
い
る
と
い
う
。

　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
消
費
さ
れ
る
年
間
二
七
億
ド

ル
の
〈
公
務
年
金
〉
給
付
金
は
、
連
邦
商
務
省
の
経
済

乗
数
効
果
分
析
に
基
づ
け
ば
三
二
億
ド
ル
の
経
済
価

値
を
オ
レ
ゴ
ン
州
に
生
み
出
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ

て
い
る
。〈
公
務
年
金
〉
給
付
金
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
の

二
万
九
一
二
四
の
仕
事
を
支
え
、
オ
レ
ゴ
ン
州
経
済
に
お

よ
そ
八
億
八
一
〇
〇
万
ド
ル
の
賃
金
上
昇
を
も
た
ら
し
て

い
る
と
い
う
。
加
え
て
、
オ
レ
ゴ
ン
州
は
、〈
公
務
年
金
〉

給
付
金
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
は
一
億
二
五
〇
〇
万
ド
ル
の

所
得
税
を
徴
収
し
て
い
る
。

　
他
州
と
の
比
較

　

オ
レ
ゴ
ン
州
の
制
度
で
年
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
公
務

労
働
退
職
者
数
は
、他
州
に
比
較
す
る
と
桁
違
い
に
多
い
。

西
海
岸
の
ワ
シ
ン
ト
ン
州
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
公

務
退
職
年
金
受
給
者
が
比
較
的
多
い
も
の
の
、
二
〇
一
〇

年
で
は
そ
れ
ぞ
れ
六
六
一
〇
人
、
及
び
、
二
一
九
〇
人
に

と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
、オ
レ
ゴ
ン
州
は
、同
年
の
〈
公

務
年
金
〉
受
給
者
が
一
〇
万
五
七
九
人
と
な
っ
て
い
る

）
（1
（

。

　

平
均
受
給
額
も
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
、
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
、

ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
、
ハ
ワ
イ
州
よ
り
は
低
い
も
の

の
、
二
万
六
五
七
六
ド
ル

）
（1
（

と
多
く
の
州
よ
り
も
高
く
な
っ

て
い
る
。

　

他
州
と
比
較
し
て
高
額
な
〈
公
務
年
金
〉
給
付
に
対
し

て
は
、
増
大
す
る
雇
用
者
拠
出
が
税
金
に
よ
る
も
の
で
あ

り
州
財
政
を
圧
迫
す
る
と
す
る
批
判
や
、
年
金
財
政
の
悪

化
を
招
い
て
い
る
と
す
る
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。

 

〈
公
務
年
金
〉
受
給
者
の
公
開

　

最
初
に
紹
介
し
た
よ
う
な
〈
公
務
年
金
〉
受
給
者
の
氏

名
と
年
金
額
、
年
金
算
定
の
も
と
に
な
っ
た
最
終
給
与
額

が
わ
か
る
の
は
、
二
〇
一
〇
年
に
『
オ
レ
ゴ
ニ
ア
ン
』
紙

と
州
庁
所
在
地
セ
ー
ラ
ム
に
本
社
を
置
く
『
ス
テ
ー
ツ
マ

ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
紙
が
相
次
い
で
〈
制
度
〉
に
対
し
〈
公

務
年
金
〉
受
給
者
の
氏
名
と
給
付
額
を
明
ら
か
に
す
る
よ

う
求
め
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る

）
1（
（

。〈
制
度
〉

は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
司
法
長
官
の
法
律
的
助
言
に
基
づ
き
こ

の
要
求
を
却
下
し
た
。
両
紙
は
そ
の
後
、
州
司
法
長
官
に

基
準
の
見
直
し
を
求
め
、
司
法
長
官
は
〈
公
務
年
金
〉
受

給
者
は
、
そ
の
受
給
に
関
し
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
保
護
を

求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
裁
定
し
た
。

　
〈
制
度
〉
は
、『
オ
レ
ゴ
ニ
ア
ン
』
紙
の
請
求
に
係
る
州

司
法
長
官
の
裁
定
に
つ
い
て
は
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
に
、

『
ス
テ
ー
ツ
マ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
紙
の
請
求
に
係
る
州

司
法
長
官
の
裁
定
に
つ
い
て
は
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
、

そ
れ
ぞ
れ
裁
定
の
見
直
し
を
州
庁
所
在
地
セ
ー
ラ
ム
市
を

管
轄
す
る
マ
リ
オ
ン
カ
ウ
ン
テ
ィ
巡
回
裁
判
所
に
求
め

た
。
そ
の
後
、〈
制
度
〉
に
対
し
、
退
職
年
金
の
一
定
の

情
報
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
〈
公
務
年
金
〉
受
給
者
の

　

一
九
七
〇
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
制
度
の
総
収
入

の
七
一
％
は
投
資
収
入
で
あ
り
、
公
務
労
働
者
の
分
担
金

が
七
％
、
雇
用
者
負
担
金
は
二
二
％
で
あ
る

）
（1
（

。

　
退
職
年
金
額
の
増
加

　
〈
公
務
年
金
〉
の
既
発
生
年
金
債
務
（accrued 

liability

）
の
約
六
六
％
は
、
現
職
と
し
て
制
度
該
当
職

に
就
い
て
い
な
い
退
職
者
や
一
時
離
職
者
対
象
の
も
の
で

あ
る
。
結
果
と
し
て
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
お
よ
そ

三
三
％
の
雇
用
者
負
担
金
が
充
て
ら
れ
て
い
る

）
（1
（

。

　

二
〇
〇
三
年
の
制
度
改
革
以
前
に
は
、〈
制
度
〉
の
年

金
債
務
は
毎
年
約
一
二
％
ず
つ
増
大
し
て
い
た
。
改
革

に
よ
り
、
債
務
の
長
期
的
期
待
平
均
は
毎
年
三
～
四
％

に
圧
縮
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
毎
年
の
予
想
物
価
上
昇
率

（inflation rate

）
二
・
七
五
％
に
近
い
数
字
で
あ
る
。
し

か
し
、
二
〇
〇
九
年
に
は
、
既
発
生
年
金
債
務
は
四
・
七
％

増
大
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
予
想
よ
り
も
退
職
者
が
少
な

か
っ
た
た
め
、
現
役
職
員
に
対
す
る
未
払
い
年
金
債
務
が

増
加
し
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
第
一
階
層
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
属
す
る
職
員
へ
の
既
発

生
年
金
債
務
は
年
金
債
務
全
体
の
二
七
％
に
相
当
す
る
。

「
第
一
階
層
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
に
属
す
る
現

役
職
員
へ
の
債
務
の

五
四
％
以
上
が
五
五

歳
以
上
の
職
員
向
け

で
、「
第
一
階
層
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
に
属
す

る
現
役
職
員
へ
の
債

務
の
お
よ
そ
八
〇
％

が
五
〇
歳
以
上
の
職

員
向
け
で
あ
る
。
平

均
退
職
年
齢
が
六
〇

PERS入り口の看板
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氏
名
と
年
金
額
を
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
一
日
ま
で
に
開

示
し
、
ま
た
、
二
〇
一
二
年
三
月
九
日
ま
で
に
、〈
制
度
〉

は
、
す
べ
て
の
退
職
者
に
つ
い
て
、
年
金
額
算
出
の
も
と

に
な
る
算
定
方
法
・
在
職
年
数
・
最
終
給
与
額
を
公
開
す

る
こ
と
と
す
る
調
停
が
、〈
制
度
〉
と
両
新
聞
の
間
で
合

意
さ
れ
た

）
11
（

。〈
制
度
〉
は
二
〇
一
二
年
三
月
九
日
ま
で
に
、

年
金
相
続
受
給
者
と
代
替
受
給
者
（
前
配
偶
者
）
に
支
払

わ
れ
る
金
額
を
公
表
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
受
給
者
の
氏
名
を
公
表
す
る
必
要
は

な
い
。

　
〈
公
務
年
金
〉
受
給
者
た
ち
は
、
二
〇
一
一
年
一
一
月

初
め
に
情
報
の
不
開
示
を
求
め
て
集
団
訴
訟
を
提
起
し
た

が
、
一
一
月
二
一
日
、
マ
リ
オ
ン
カ
ウ
ン
テ
ィ
巡
回
裁
判

所
は
、
管
轄
外
を
理
由
に
訴
訟
を
却
下
し
た
た
め
、
一
一

月
二
一
日
に
年
金
受
給
者
情
報
が
開
示
さ
れ
た
の
で
あ

る
）
11
（

。
　
情
報
開
示
は
日
本
に
波
及
す
る
か

　

公
務
労
働
者
退
職
年
金
の
個
別
受
給
情
報
の
開
示
は
、

ア
メ
リ
カ
で
は
オ
レ
ゴ
ン
州
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

い
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
な
ど
い
く
つ
か
の
州
で
公
開
さ

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
雇

用
者
は
政
府
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
住
民
・
国
民
で
あ
る
。

雇
用
者
負
担
は
税
金
が
充
当
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

税
の
使
い
道
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
で
は
情
報
開
示

の
必
要
性
が
あ
る
。
一
方
、
個
別
の
退
職
者
の
最
終
給
与

や
年
金
情
報
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら

の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
議
論
も
あ
り
う
る
。
公
務

員
で
も
政
治
家
や
一
定
以
上
の
職
位
に
達
し
政
策
形
成
に

影
響
を
及
ぼ
し
う
る
幹
部
行
政
職
員
に
つ
い
て
は
、
公
共

の
利
益
の
観
点
を
個
人
情
報
保
護
よ
り
も
優
先
す
る
こ
と

に
意
義
が
あ
ろ
う
。
今
回
紹
介
し
た
事
例
で
は
、
全
職
員

が
対
象
で
あ
る
。
個
別
公
務
員
の
年
金
等
の
情
報
開
示
に

関
し
て
、
日
本
で
も
今
後
同
様
の
議
論
が
起
こ
る
か
も
し

れ
な
い
。

　
「
欧
米
で
は
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
言
説
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
実
際
に
滞
在

し
て
み
て
、こ
う
し
た
事
例
や
そ
の
他
の
事
例
を
見
る
と
、

日
本
の
方
が
遙
か
に
個
人
情
報
保
護
に
熱
心
で
、
情
報
開

示
に
は
慎
重
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
万
事
横
並
び
を
旨

と
す
る
日
本
で
は
、
個
人
の
若
干
の
属
性
の
違
い
が
差
別

（
羨
望
と
蔑
み
の
双
方
を
含
む
）
を
生
む
と
い
う
意
識
が

強
く
、
違
い
を
浮
き
立
た
せ
る
個
人
情
報
開
示
に
慎
重
で

あ
る
の
に
対
し
、
多
様
で
あ
る
こ
と
が
当
た
り
前
の
ア
メ

リ
カ
社
会
で
は
、
個
人
情
報
す
な
わ
ち
個
人
の
属
性
の
違

い
が
明
ら
か
に
な
る
情
報
の
流
出
に
対
し
て
存
外
寛
容
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
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あ
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。
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さ
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に
よ
る
。

（
（1
）　

以
下
は
、ibid., p. 18. 

に
よ
る
。

（
（1
）　ibid., p. 20. 

な
お
、
同
報
告
二
頁
の
表
で
は
退
職
者
数

が
一
一
万
三
四
六
四
人
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
同
六
頁

で
は
、
受
給
者
を
九
万
五
九
八
五
人
と
し
て
お
り
、
数
値

が
異
な
る
。
基
準
月
日
や
積
算
対
象
者
の
範
囲
が
異
な
っ

て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

（
（1
）　

ibid. 

こ
の
頁
の
数
値
は
、
二
〇
一
〇
年
と
な
っ
て

い
る
の
で
、
同
じ
報
告
書
か
ら
引
用
し
先
に
紹
介
し
た

二
〇
〇
九
年
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
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regon P

ublic E
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regonian (O
regonLive.

com
), N

ov. 21, 2011. 

ま
た
、
公
開
に
対
す
る
反
論
は
、

Jay O
sborne, "R

etiree nam
es should be shielded from

 
press, public," The O

regonian, N
ov. 22, 2011, B

5.
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さ
と
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か
つ
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ろ
・
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海
学
園
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事
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